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様
式
第
百
四
中
「

」
を
削
る
。

様
式
第
百
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和 年 月 日 月曜日 (号外第 号)官 報



令和 年 月 日 月曜日 (号外第 号)官 報



（
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お
い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ

れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務

を
行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す

る
。

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お
い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ

れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務

を
行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す

る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
当
該

薬
局
に
お
い
て
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医

薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及

び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
の
総

和
を
当
該
薬
局
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の

提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を

提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ

る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び

に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所

（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設

備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）の
数
で
除
し
て
得
た
数
が
、
要
指
導
医
薬

品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与

す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る

こ
と
。

十

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
当
該

薬
局
に
お
い
て
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医

薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及

び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
の
総

和
を
当
該
薬
局
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の

提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を

提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ

る
場
所
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。）並

び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場

所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て

同
じ
。）の
数
で
除
し
て
得
た
数
が
、
要
指
導
医

薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ

る
こ
と
。

十
一
〜
十
四

（
略
）

十
一
〜
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
店
舗
販
売
業
の

店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務

を
行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す

る
。

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
店
舗
販
売
業
の

店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務

を
行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す

る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

当
該
店
舗
に
お
い
て
、
要
指
導
医
薬
品
又
は

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る

薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時

間
数
の
総
和
を
当
該
店
舗
内
の
要
指
導
医
薬
品

の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局

等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を

行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第

十
二
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）の
数
で
除
し
て
得
た
数
が
、
要
指
導
医
薬

品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与

す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る

こ
と
。

四

当
該
店
舗
に
お
い
て
、
要
指
導
医
薬
品
又
は

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る

薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時

間
数
の
総
和
を
当
該
店
舗
内
の
要
指
導
医
薬
品

の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局

等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て

同
じ
。）並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供

を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条

第
十
二
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め

の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い

て
同
じ
。）の
数
で
除
し
て
得
た
数
が
、
要
指
導

医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は

授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で

あ
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
三
条

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
配
置
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
四

十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中「
登
録
販
売
者（
第

十
五
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を

除
く
。）」
と
あ
る
の
は「
既
存
配
置
販
売
業
者（
薬

事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
既
存

第
十
三
条

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
配
置
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
四

十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中「
登
録
販
売
者（
第

十
五
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を

除
く
。）」
と
あ
る
の
は「
既
存
配
置
販
売
業
者（
薬

事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
既
存
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様
式
第
百
六
及
び
様
式
第
百
十
二
の
二
中
「

」
を
削
る
。

様
式
第
百
十
四
の
二

、
様
式
第
百
十
四
の
三
及
び
様
式
第
百
十
五
中
「正

本
１
通
及
び
副
本
２
通

」
を
「正

副
２
通

」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
十
六
か
ら
様
式
第
百
十
九
ま
で
中
「

」
を
削
る
。

様
式
第
百
二
十
七
中
「印

」
を
削
る
。



配
置
販
売
業
者
を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
配
置
員
」

と
、
同
条
第
二
項
柱
書
き
、
第
百
四
十
九
条
の
五

第
四
項
第
四
号
、
第
百
四
十
九
条
の
七
、
第
百
四

十
九
条
の
十
三
第
一
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
四

及
び
第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二
項
中
「
登
録
販

売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配

置
員
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号

中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、「
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
又
は
薬
剤
師
が
区
域
管

理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
既

配
置
販
売
業
者
を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
配
置
員
」

と
、
同
条
第
二
項
柱
書
き
、
第
百
四
十
九
条
の
五

第
四
項
第
四
号
、
第
百
四
十
九
条
の
七
、
第
百
四

十
九
条
の
十
三
第
一
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
四

及
び
第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二
項
中
「
登
録
販

売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配

置
員
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号

中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、「
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
又
は
薬
剤
師
が
区
域
管

理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
既

存
配
置
販
売
業
に
お
い
て
配
置
員
と
し
て
業
務
に

従
事
し
た
期
間
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
六
第
一

項
中
「
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事
者
（
そ
の

区
域
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登

録
販
売
者
以
外
の
者
を
い
う
。
第
百
四
十
九
条
の

十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」と
あ
る
の
は「
又

は
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
五

十
九
条
の
十
八
中
「
同
条
第
三
項
」
と
、「
薬
局
又

は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」と
あ
る
の
は「
同

条
第
三
項
」
と
、「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は

「
区
域
」
と
、「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」と
、「
同
項
第
三
号
」

と
あ
る
の
は
、「「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、同
項
第
三
号
」

と
、「
同
条
第
二
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七

号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置

販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中
」と
、

「
同
条
第
五
項
」
と
、「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る

の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
」と
、

「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は「
区
域
」と
、「
登

録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者

の
配
置
員
」
と
、「
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」

と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
中

「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、

同
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配

置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、「
配
置
し
た
当
該
一

般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
配

置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」と
、

同
項
第
六
号
中
「
登
録
販
売
者
」と
あ
る
の
は「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
別
表
第
一
の

四
中
「
第
十
五
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
登
録

販
売
者
以
外
の
登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の
登

録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者

存
配
置
販
売
業
に
お
い
て
配
置
員
と
し
て
業
務
に

従
事
し
た
期
間
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
六
第
一

項
中
「
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事
者
（
そ
の

区
域
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登

録
販
売
者
以
外
の
者
を
い
う
。
第
百
四
十
九
条
の

十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」と
あ
る
の
は「
又

は
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
五

十
九
条
の
十
八
中
「
同
条
第
三
項
」
と
、「
薬
局
又

は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」と
あ
る
の
は「
同

条
第
三
項
」
と
、「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は

「
区
域
」
と
、「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」と
、「
同
項
第
三
号
」

と
あ
る
の
は
、「「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、同
項
第
三
号
」

と
、「
同
条
第
二
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七

号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置

販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中
」と
、

「
同
条
第
五
項
」
と
、「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る

の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
」と
、

「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は「
区
域
」と
、「
登

録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者

の
配
置
員
」
と
、「
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」

と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
中

「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、

同
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配

置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、「
配
置
し
た
当
該
一

般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
配

置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」と
、

同
項
第
六
号
中
「
登
録
販
売
者
」と
あ
る
の
は「
既

存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
別
表
第
一
の

四
中
「
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
以
外
の

登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
販
売
者
」
と

あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」と
、

の
配
置
員
」
と
、「
登
録
販
売
者
に
」
と
あ
る
の
は

「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
に
」
と
し
、
第

百
四
十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

百
四
十
九
条
の
十
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

「
登
録
販
売
者
に
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販

売
業
者
の
配
置
員
に
」
と
し
、
第
百
四
十
九
条
の

六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
の

十
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
事
期
間
（
以
下

単
に
「
従
事
期
間
」
と
い
う
。）が
通
算
し
て
五
年

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業

及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る

省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
号
）
第
一

条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
二
条
第
一
項
第
六
号
又

は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
研
修
を
通

算
し
て
五
年
以
上
受
講
し
た
登
録
販
売
者
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五

条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と

み
な
す
。

第
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
事
期
間
（
以
下

単
に
「
従
事
期
間
」
と
い
う
。）が
通
算
し
て
五
年

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業

及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る

省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
号
）
第
一

条
第
一
項
第
十
五
号
、
第
二
条
第
一
項
第
九
号
又

は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
研
修
を
通

算
し
て
五
年
以
上
受
講
し
た
登
録
販
売
者
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五

条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と

み
な
す
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

第
五
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
に
お
け
る
登
録
販
売
者
の
継
続
的
研
修
）

第
十
五
条
の
十
一
の
三

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬

局
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
登
録
販
売
者
に
、

研
修
を
毎
年
度
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

前
項
の
研
修
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

研
修
の
実
施
場
所

令和 年 月 日 月曜日 (号外第 号)官 報



３

前
項
の
届
出
を
行
つ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
研
修
実
施
機
関
」
と
い
う
。）が
行
う
研
修

の
実
施
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

研
修
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
義
に

よ
り
行
う
も
の
と
し
、
総
時
間
数
が
十
二
時
間

以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

医
薬
品
に
共
通
す
る
特
性
と
基
本
的
な
知

識
ロ

人
体
の
働
き
と
医
薬
品

ハ

主
な
医
薬
品
と
そ
の
作
用

ニ

薬
事
に
関
す
る
法
規
と
制
度

ホ

医
薬
品
の
適
正
使
用
と
安
全
対
策

ヘ

リ
ス
ク
区
分
等
の
変
更
が
あ
つ
た
医
薬
品

ト

そ
の
他
登
録
販
売
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る

理
念
、
倫
理
、
関
連
法
規
等

二

前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
教
授

す
る
の
に
適
当
な
講
師
を
有
す
る
こ
と
。

三

正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
。

４

研
修
実
施
機
関
は
、
研
修
の
修
了
者
に
修
了
証

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５

研
修
実
施
機
関
は
、
研
修
の
実
施
に
必
要
な
経

費
に
充
て
る
た
め
、
受
講
者
か
ら
負
担
金
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
負
担
金
は
実

費
に
相
当
す
る
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

研
修
実
施
機
関
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
が
生
じ

た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

研
修
実
施
機
関
は
、
研
修
の
実
施
に
関
す
る
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は

休
止
し
た
業
務
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
店
舗
に
お
け
る
登
録
販
売
者
の
継
続
的
研
修
）

第
百
四
十
七
条
の
十
一
の
三

店
舗
販
売
業
者
は
、

そ
の
店
舗
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
登
録
販
売

者
に
、
研
修
を
毎
年
度
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
新
設
）

２

前
項
の
研
修
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

研
修
の
実
施
場
所

３

前
項
の
届
出
を
行
つ
た
者（
次
項
に
お
い
て「
研

修
実
施
機
関
」
と
い
う
。）が
行
う
研
修
の
実
施
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

研
修
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
義
に

よ
り
行
う
も
の
と
し
、
総
時
間
数
が
十
二
時
間

以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

医
薬
品
に
共
通
す
る
特
性
と
基
本
的
な
知

識
ロ

人
体
の
働
き
と
医
薬
品

ハ

主
な
医
薬
品
と
そ
の
作
用

ニ

薬
事
に
関
す
る
法
規
と
制
度

ホ

医
薬
品
の
適
正
使
用
と
安
全
対
策

ヘ

リ
ス
ク
区
分
等
の
変
更
が
あ
つ
た
医
薬
品

ト

店
舗
の
管
理
に
関
す
る
事
項

チ

そ
の
他
登
録
販
売
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る

理
念
、
倫
理
、
関
連
法
規
等

二

前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
教
授

す
る
の
に
適
当
な
講
師
を
有
す
る
こ
と
。

三

正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
。

４

研
修
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
十

一
の
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。

（
区
域
に
お
け
る
登
録
販
売
者
の
継
続
的
研
修
）

第
百
四
十
九
条
の
十
六

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の

区
域
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
登
録
販
売
者

に
、
研
修
を
毎
年
度
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
新
設
）

２

前
項
の
研
修
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

研
修
の
実
施
場
所

令和 年 月 日 月曜日 (号外第 号)官 報



３

前
項
の
届
出
を
行
つ
た
者（
次
項
に
お
い
て「
研

修
実
施
機
関
」
と
い
う
。）が
行
う
研
修
の
実
施
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

研
修
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
義
に

よ
り
行
う
も
の
と
し
、
総
時
間
数
が
十
二
時
間

以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

医
薬
品
に
共
通
す
る
特
性
と
基
本
的
な
知

識
ロ

人
体
の
働
き
と
医
薬
品

ハ

主
な
医
薬
品
と
そ
の
作
用

ニ

薬
事
に
関
す
る
法
規
と
制
度

ホ

医
薬
品
の
適
正
使
用
と
安
全
対
策

ヘ

リ
ス
ク
区
分
等
の
変
更
が
あ
つ
た
医
薬
品

ト

区
域
の
管
理
に
関
す
る
事
項

チ

そ
の
他
登
録
販
売
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る

理
念
、
倫
理
、
関
連
法
規
等

二

前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
教
授

す
る
の
に
適
当
な
講
師
を
有
す
る
こ
と
。

三

正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
。

４

研
修
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
十

一
の
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。

令和 年 月 日 月曜日 (号外第 号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。


